
今回は、貴重な助成をいただきまして、ファイザーヘルスリサーチ振興財団の皆様、

本当に有り難うございました。

私はもともとは心理学分野の人間なのですが、今の職場が大阪府の大学ということ

もありまして、周辺の市町村の障害者施策あるいは障害者福祉のお手伝いをすること

が半ばデューティであり、それに関わる中で、自分で考えたことをアクション・リサ

ーチとしてまとめていこうと思ったのが、研究のスタートです。

【ポスター 1】

最初に少し、政策動向の簡単なことを申し上げますと、現在、障害者基本法が改正

されました。それから、色々な意見ありますけれども、障害者自立支援法ができまし

て、市町村に障害者基本計画と障害福祉計画というものを立てることを義務づけてい

ます。前者はいわばグランドデザインで、後者が、介護保険で言うところの介護保険

事業計画のような、いわゆるサービス料計画というわけです。

そういう政策状況を考えた場合、市町村の障害者計画をどうやって立てるのかとい

うことで、市町村職員あるいは住民、そして、先ほどの菅原先生のご発表にありまし

たような保健福祉専門職の力量が問われる時代になったと思います。

市町村としましては、自立支援協議会や障害程度区分審査会といった色々な物をや

りなさいということを国に言われているのですけれども、これは市町村の事務量がす

ごく増える反面、障害者サイドからしますと、利害関係者が集まる場が増えるという

ことに関しては、決して否定さ

れるべきことではないだろうと

思っています。

ポスター 1 の右の方に書いて

ありますが、障害者政策を進め

る中で最も大変なのは、障害者

と非障害者間の調整と、それか

ら障害者の中での調整なのです。

例えば、皆さんよく言われま

すのが、「福祉、総論賛成・各論

反対」、「障害者はお金を儲けな

いのに、どうして税金使うんで
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すか」という、我々に言わすと、少し困ったご意見、ご批判です。一方で、障害者と

言いましても、今全国で六百何十万人いますから、簡単に言いますと、身体、知的、

精神あるいは障害児の 4 種類の中での利害の衝突が起きうるわけなのです。そういっ

たものをどうやって調整するかと考えた場合、例えば、障害者基本法に書いてありま

すような、市町村が作るべき、あるいは作った方が望ましいとされている組織、つま

りフォーマルな審議会では、なかなかうまくいかないと思います。そこで一番大事な

ことは、色々な団体代表、例えば○○人権団体、××福祉職団体のような団体代表の

利害調整プラス、そうした団体の利害調整にとらわれない利害調整をどうやっていく

かということが、今課題になっているのではないかと思います。

【ポスター 2】

こうした研究をする場合に、イントロダクションがあって、メソッドがあって、デ

ータを取って、リザルトを出していくという、論理実証主義的な方法ではあまりうま

くいかないと思いましたので、私が関係しています社会心理学のグループダイナミッ

クスの方たちのお知恵をお借りしまして、ある町の障害者の審議会をテーマにいたし

ました。

こうした方法を用いるときは、研究する私自身と対象とがどんな関係性なのかとい

うことを少し申し上げておいた方がいいと思います。簡単に言いますと、私は学識経

験者というよくある肩書きでその町に入りまして、ちょうど今で 6 年目に突入してい

ます。

少し事前のプロフィールをしておきますと、ある大都市圏の県庁所在地に隣接する

2 5 万人の、いわゆるベッドタウンです。どちらかと言うと、人権問題とか福祉問題に

対する社会運動が非常に活発だと言われている町です。そこに、私は 2 0 0 2 年から障

害者計画を作る委員会に招かれました。一応学識経験者という肩書きなのですけれど

も、そこに大学の教授、助教授、講師と 3 人いましたので、「若い田垣が色んなこと

をしなさい」と言われまして、非常に密接に関わりました。
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【ポスター 3】

そういった中で、審議会と、審議会の下にもう一つ、住民会議を作ったのです。

【ポスター 4】

この住民会議の特徴ですが、

まず審議会はいわゆる団体代表

で、分かりやすく言うと「お偉

いさん」の集まりなのですが、

住民会議というのは、そういう

「お偉いさん」を、団体代表の枠

を取りまして、各個人で参加し

てくださいということで始まっ

たものなのです。

2 0 0 2 年に障害者基本計画を立

てる時にこの組織体制を作った

のですが、これは別に目新しいことではありません。総合計画であるとか、地域福祉

計画等々でもよくある話なのですけれども、これの一番の特徴で一番興味深いのは、

2 0 0 3 年、つまり障害者計画を実行する年度からずっとこの体制が続いているというこ

となのです。これは非常に全国的に珍しく、私の聞いている限りでは、金沢市ぐらい

だと思います。他にももう一つありますけれども、ちょっとここでは控えさせていた

だきます。

【ポスター 5】

どういったことをしたかと言

いますと、最初、2 0 0 2 年は障害

者基本計画を立てますので、そ

れの、言わばニーズの掘り起こ

し、あるいは“素案の素案”の

ようなものを作りました。

2 0 0 3 年は、公設民営の障害者

センターができましたので、そ

このソフト面、例えばどんな啓

発プログラムをするか、どんな

障害者の方の参画プログラムをす

るかというソフト面のアイディアを出し合って、半年あるいは 1 0 ヶ月ぐらいかけて

やりました。

しかし 2 0 0 4 年以降は、障害者基本計画に盛り込まれている中から、身体、知的、

精神の色々な種類を越えてできることが何かないかということになりまして、放置自

転車の撤去ということに取り組みました。

その後、同じようなことをしていまして、例えば、災害時の障害者の対応マニュア
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ルを障害者サイドで作るということをしました。他にも、就労のあり方とか、色々な

ことを考えたのですけれども、様子は写真の通りです。頻度で言いますと、2 ヶ月も

しくは 1 ヶ月に一度で、事務作業は基本的には行政職員、つまり A 市の担当者がなさ

っています。

【ポスター 6】

こうしたものを 6 年間やって

きたのですが、何故これが続い

たのかということを少し考えて

みます。ちなみにこれについて

はグループインタビューをやっ

たところなのですが、まず 1 つ

目は、団体の利害に囚われない

発言をしましょうということで

す 。 次 に 、 障 害 者 本 人 は よ く

「当事者の立場」「当事者の立場」

とおっしゃるのですが、自分と

違う障害者のことは、いわば素人です。そうしたことをまず自覚してくださいという

ことを運営方針にしたというのが 2 つ目です。それから、メンバーの住民が行政側の

限界を知ることを大事にしたということです。行政マンはオールマイティではありま

せん。しかも一般行政職は 3 年おきにローテーションがありますので、「全て行政が」

と言っても、これは、失礼な言い方をしますと、“無い物ねだり”だということがあ

るかと思いました。

それから、研究者と行政マンと住民が非常に良いコラボレートができたことだと思

います。これは悪く言うと、研究者がやや行政に与し過ぎたというご批判もないこと

はないのですが。

もう一つは、行政職員がメンバーの住民の討論内容を、政策立案の題材になるよう

なフォーマットを作ってご議論なさったことです。つまり、非常にストラクチャード

された会議だったということなのです。「何でも話をしてください」というものでは

決してなかったということです。

また、住民側が、会議でしゃべったこと全てが予算が付くわけではないということ

もよく分かっておられた、あるいは分かっていただいたということがあります。

もう一つは、2 0 0 5 年から、行政と研究者である私がリードして、住民さんたちの中

で 5 ～ 6 人集まって世話人会を作っていただいて、かなり運営をしていただいたこと

です。そういう意味で、少し皆さんに達成感を持っていただけたということも、皆さ

んのご意見の中にありました。

また、知的障害者本人とか精神障害者本人という、普段こういう会議からはどちら

かというと排除されがちな方たちにも参加していただいた。もちろん、どこまで議論

にコミットしていただいたかというのはなかなか疑問もあるのですけれども、精神科

の病院から外出許可を取って参加される方もいらっしゃいました。あるいは今緩解期
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で、服薬をしながらかなり落ち着いていらっしゃる方もいらっしゃいました。

ただ、一つ問題としまして、よくある話ですが、この推進協議会（審議会）と住民

会議がどういう関係なのかということ。それから、今、実はこれはまだ進んでいるの

ですが、行政の部長、助役レベルがどこまでこの話をご存知かというと、「ややちょ

っと、どうかな」というのを、最近、部長さんたちとのお話の中でお聞きしたことが

あります。

【ポスター 7】

最後、まとめますと、住民会議というのは、分かりやすく言うと構造化された話し

合いであって、メンバーシップの固定、役割分担の明確化、それから議題の幅の制限、

つまり、この議論はしないという制約をかける、あるいは素人の知識を政策立案に可

能な知識に修正していく、あるいは練り直していくという、そういった作業は必要だ

ということが言えると思います。

それからもう一つは、コーディネーターの役割が非常に重要です。全体の枠組みを

作ったり、それから相互批判をやめましょうという、ある種の司会進行能力とか、あ

るいは住民に過剰にコミットせず、かと言って行政にもあまり過剰にコミットしない、

第三者的な立場というものが必要かと思いました。

【ポスター 8】

住民会議と、他の、例えば陳情とか意見表明との関係を、少し考えてみます。

結論から申し上げますと、私は、今よく批判されますような、住民が議員の方に依

頼する“口ぎき”を決して否定するものではありません。住民さんと行政との間には

多様なチャンネルがあった方が健全なのではないかなと個人的には考えるようになり

ました。

【ポスター 9】

この研究そのものは、実はまだまとめ切れておりません。ただ、別の町で同じよう

なことをやった研究は、既に日本グループ・ダイナミックス学会という社会心理学の
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学会の方に載せさせていただい

ておりますので、ご関心のある

先生方がいらっしゃいましたら、

抜き刷りを差し上げる、あるい

は P D F でお送り申し上げたいと

思います。

以上でございます。有り難う

ございます。

質疑応答

座長：　大変面白い試みではないかなと思います。

私から一つ質問させていただきます。この A 市というのは人口 2 5 万人です

から、結構大きな市であると考えていいと思うのですが、市というのは地方政

府ですから、決定、執行というものがあるだろうと思います。議会との関係は

どういうふうに考えればよろしいのでしょう。

田垣：　経験談で申し上げますと、議会の議員の先生方はあまりこの関係をご存じな

い。どちらかと言うと、担当セクションの中間管理職の方たちが非常にアイデ

ィアマンが揃ったという感じなのです。部長以上、議員の方、助役の方たちは、

ご存知だとしても、あまりご関心はないのかなということはあると思います。

座長：　結局、住民の人たちの意見をどのように地方の色々な施策に反映していくか

ということなんだろうと思いますが、最終決定は議会が行なうわけですよね。

議会が決定した事業計画に沿って、それを執行していくということが、基本的

には行政の在り方です。今、先生が示された審議会、あるいは住民会議という

ものは、あくまでも行政の中に設置されたものであって、それを事業に変えて

いくという仕組みが必要なんだろうと思うのです。ですから、そういうものの

関係の全体を構築した上で、こういったものがどんどん採用されていくと非常

にいいのかなと、私は思うのですけれども、いかがでしょうか。

田垣：　先生にご指摘いただいたのは全くその通りだと思います。有り難うございま

す。

ただ A 市の場合は、最初に放置自転車の話をさせていただきましたが、実は
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これについて大事なことの一つとして、議会の承認を要しない、いわゆる基金

があるのです。市町村の課レベルで審査会を持って、外部の識者を呼んで、例

えば放置自転車撤去キャンペーンの住民や組織にお金をつける。そうした、あ

まり議会の議決等々要らないものもあったということもあります。

座長：　恐らく行政に、かなりの裁量の許された部分があると考えてよろしいわけで

すね。

田垣：　そういうことです。

座長：　今回のこのセッションでは、地域と医療・福祉の関係を議論していただいて

います。非常に身近な社会生活のサービスが論点であるわけですけれども、住

民の方たちの意見を反映させるということと、それを実際に事業化していくと

いう構図の中で、どうも、“政策の選択”ということが、日本ではまだまだ成熟

していないのではないかと思うのです。

住民がこうしたい、あるいはこれをやって欲しいというような要望があって、

それに対して、「実際にこれだけ財源が必要なんです。ですから、どちらを政策

として選択しますか」というような議論はございましたか？

田垣：　そこまで明確に、A、B、C とあって、どれをしますかというようなのは、や

はり無かったです。優先順位を付けるということは、住民レベルで、あるいは

審議会では専門職もしくは学識者はなかなかしにくいというのがあると思いま

すので、そこまでの明確な話はなかったと思います。

座長：　最終的に民主主義というのは、できるだけ自分たちの身近な地方政府の運営

に参加するということが一つあるだろうと思いますけれども、その時には、“受

益と負担の関係”というもの、あるいは“政策の選択”というものも、常に住

民側も頭に入れながら、地域の社会づくりをしていただきたいと思います。ど

うも先生、ご発表有り難うございました。


